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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて制御チャネルをモニターリングする方法であって、
　前記方法は、
　ＵＥ（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）によって、ＢＳ（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）
から、ＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）シグナリングを介して
、ＤＲＸ（ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）期間および延長期間に関
する構成情報を受信することであって、前記ＤＲＸ期間は、動作期間および非動作期間を
含み、前記構成情報は、前記延長期間の長さを示す、ことと、
　前記ＵＥによって、前記ＤＲＸ期間においてＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎ
ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）をモニターリングすることであって、前記
ＤＲＸ期間において、前記ＵＥは、前記動作期間の間に前記ＰＤＣＣＨをモニターリング
し、かつ、前記非動作期間の間に前記ＰＤＣＣＨをモニターリングすることを停止する、
ことと、
　前記ＰＤＣＣＨが前記動作期間の間に前記ＵＥによってデコードされることが成功した
場合に、前記ＵＥによって、前記延長期間の間に前記ＰＤＣＣＨをモニターリングするこ
とであって、前記非動作期間は、前記延長期間の間に不活性化され、前記延長期間の長さ
は、サブフレームの数によって定義される、ことと
　を含む、方法。
【請求項２】
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　動作持続時間の間に少なくとも１つの周期的ＣＱＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ
　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）報告を伝送することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記動作期間の長さおよび前記延長期間の長さは、ＴＴＩ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ
　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）の数によって定義される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＵＥによって、前記延長期間が終了した後に、前記ＤＲＸ期間に基づいて、前記動
作期間および前記非動作期間のうちの１つに入ることをさらに含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項５】
　前記ＢＳ（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）が、前記延長期間の間に前記ＤＲＸ期間に遷移
するように前記ＵＥに指示する場合に、前記ＵＥによって、前記ＤＲＸ期間に基づいて、
前記動作期間および前記非動作期間のうちの１つに入ることをさらに含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項６】
　無線通信システムにおいて制御チャネルをモニターリングするＵＥ（ｕｓｅｒ　ｅｑｕ
ｉｐｍｅｎｔ）であって、
　前記ＵＥは、プロセッサを含み、
　前記プロセッサは、
　ＢＳ（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）から、ＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ）シグナリングを介して、ＤＲＸ（ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｒｅｃｅ
ｐｔｉｏｎ）期間および延長期間に関する構成情報を受信することであって、前記ＤＲＸ
期間は、動作期間および非動作期間を含み、前記構成情報は、前記延長期間の長さを示す
、ことと、
　前記ＤＲＸ期間においてＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）をモニターリングすることであって、前記ＤＲＸ期間において
、前記ＵＥは、前記動作期間の間に前記ＰＤＣＣＨをモニターリングし、かつ、前記非動
作期間の間に前記ＰＤＣＣＨをモニターリングすることを停止する、ことと、
　前記ＰＤＣＣＨが前記動作期間の間に前記ＵＥによってデコードされることが成功した
場合に、前記ＵＥによって、前記延長期間の間に前記ＰＤＣＣＨをモニターリングするこ
とであって、前記非動作期間は、前記延長期間の間に不活性化され、前記延長期間の長さ
は、サブフレームの数によって定義される、ことと
　を行うように構成されている、ＵＥ（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）。
【請求項７】
　前記プロセッサは、請求項２～５のうちのいずれか一項のさらなる特徴を実行するよう
にさらに構成されている、請求項６に記載のＵＥ（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線通信システムにおいて端末のバッテリ
消耗を縮める方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　既存のＷＣＤＭＡ(WideCode Division Multiple Access)基盤の無線通信システムは、
ソフトハンドオーバーを考慮する音声中心の低速データ伝送方式としては相当効率的な無
線伝送方式であるが、多経路フェーディング(multi-pathfading)環境で高速のデータの伝
送には非効率的である。約１００Ｍｂｐｓのダウンリンク伝送速度を提案しているＥ-Ｕ
ＭＴＳシステムにおいては、多重接続技術として、ダウンリンクの場合、ＯＦＤＭ技術を
主議論対象としており、アップリンクの場合、端末のＰＡＰＲ(Peak-to-Average-Ratio)
を最小化するためにＤｉｓｃｒｅｔｅＦｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ Ｓｐｒｅａｄ
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 ＯＦＤＭ(DFT-S-OFDM)技術を主議論対象としている。
【０００３】
　図１は、無線通信システムを示すブロック図である。これはＥ-ＵＭＴＳ(Evolved-Univ
ersal Mobile Telecommunications System)の網構造であってもよい。Ｅ-ＵＭＴＳシステ
ムは、ＬＴＥ(LongTerm Evolution)システムということもできる。無線通信システムは、
音声、パケットデータなどのような多様な通信サービスを提供するために広く配置される
。
【０００４】
　図１を参照すると、Ｅ-ＵＭＴＳは、Ｅ-ＵＴＲＡＮ(Evolved-UMTS Terrestrial Radio 
Access Network)とＥＰＣ(EvolvedPacket Core)に区分することができる。Ｅ-ＵＴＲＡＮ
(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)は基地局(２０；BaseStation、BS)を
含む。端末(１０；User Equipment、UE)は固定される、或いは移動性を有することができ
て、ＭＳ(Mobilestation)、ＵＴ(User Terminal)、ＳＳ(Subscriber Station)、無線機器
(Wireless Device)等、他の用語とも呼ばれることができる。基地局(２０)は、一般的に
端末(１０)と通信する固定された地点(fixedstation)をいい、ｅＮＢ(evolved-NodeB)、
ＢＴＳ(Base Transceiver System)、アクセスポイント(AccessPoint)等、他の用語とも呼
ばれることができる。一つの基地局(２０)には一つ以上のセルが存在する。基地局(２０)
間には使用者トラフィックあるいは制御トラフィック伝送のためのインターフェースが使
われてもよい。以下、ダウンリンク(downlink)は基地局(２０)から端末(１０)への通信を
意味して、アップリンク(uplink)は端末(１０)から基地局(２０)への通信を意味する。
【０００５】
　基地局(２０)は、端末(１０)に使用者平面と制御平面の終端点を提供する。基地局(２
０)間にはＸ２インターフェースを介して連結され、隣接する基地局(２０)間には常にＸ
２インターフェースが存在するメッシュ(meshed)網構造を有してもよい。
【０００６】
　基地局(２０)は、Ｓ１インターフェースを介してＥＰＣ(EvolvedPacket Core)、より詳
しくは、ａＧＷ(access Gateway、３０)と連結される。ａＧＷ(３０)は、端末(１０)のセ
ッション及び移動性管理機能の終端点を提供する。基地局(２０)とａＧＷ(３０)との間に
はＳ１インターフェースを介して多数個のノード同士に(manyto many)連結されることが
できる。ａＧＷ(３０)は、使用者トラフィック処理を担当する部分と制御用トラフィック
を処理する部分に分けられることができる。この場合、新しい使用者トラフィック処理の
ためのａＧＷと制御用トラフィックを処理するａＧＷとの間に新しいインターフェースを
使用してお互いに通信することができる。ａＧＷ(３０)は、ＭＭＥ/ＵＰＥ(MobilityMana
gement Entity/User Plane Entity)ともいう。
【０００７】
　一方、端末と網との間の無線インターフェースプロトコル(radio interface protocol)
の階層は、通信システムにおいて広く知られた開放型システム間相互接続(OpenSystem In
terconnection；OSI)モデルの下位３個階層に基づき、Ｌ１(第１階層)、Ｌ２(第２階層)
、Ｌ３(第３階層)に区分されることができる。このうち、第１階層に属する物理階層は、
物理チャネル(physicalchannel)を用いた情報伝送サービス(information transfer servi
ce)を提供して、第３階層に位置する無線資源制御(radioresource control；以下、ＲＲ
Ｃという)階層は、端末と網との間に無線資源を制御する役割を遂行する。このために、
ＲＲＣ階層は、端末と網との間にＲＲＣメッセージをお互いに交換する。ＲＲＣ階層は、
基地局とａＧＷなど、網ノードに分散されて位置してもよく、基地局またはａＧＷにのみ
位置してもよい。
【０００８】
　無線インターフェースプロトコルは、水平的に、物理階層(physical layer)、データリ
ンク階層(datalink layer)及びネットワーク階層(network layer)からなり、垂直的には
、データ情報伝送のための使用者平面(userplane)と制御信号(signaling)伝達のための制
御平面(control plane)に区分される。
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【０００９】
　図２は、無線インターフェースプロトコルの制御平面を示すブロック図である。図３は
、無線インターフェースプロトコルの使用者平面を示すブロック図である。図２及び図３
は、３ＧＰＰ無線接続網規格に基づいた端末とＥ-ＵＴＲＡＮとの間の無線インターフェ
ースプロトコルの構造を示す。
【００１０】
　図２及び図３を参照すると、第１階層である物理階層は、物理チャネル(physical chan
nel)を用いて上位階層に情報伝送サービス(information transfer service)を提供する。
物理階層は、上位にある媒体接続制御(MediumAccess Control；ＭＡＣ)階層とは伝送チャ
ネル(transport channel)を介して連結されており、この伝送チャネルを介してＭＡＣ階
層と物理階層との間のデータが移動する。また、異なる物理階層間、即ち、送信側と受信
側の物理階層間は物理チャネルを介してデータが移動する。
【００１１】
　第２階層のＭＡＣ階層は、論理チャネル(logical channel)を介して上位階層である無
線リンク制御(Radio Link Control；RLC)階層にサービスを提供する。第２階層のＲＬＣ
階層は、信頼性のあるデータの伝送を支援する。ＲＬＣ階層の機能は、ＭＡＣ内部の機能
ブロックにより具現されることもできる。この場合、点線によって示した通り、ＲＬＣ階
層は存在しないこともある。
【００１２】
　第２階層のＰＤＣＰ(Packet Data Convergence Protocol)階層は、ＩＰｖ４やＩＰｖ６
のようなＩＰ(InternetProtocol)パケット伝送時に無線区間(radio interface)を介して
效率的にパケットを伝送するために相対的に大きさが大きく、また不必要な制御情報を含
んでいるＩＰパケットヘッダサイズを減らすヘッダ圧縮(headercompression)機能を遂行
する。
【００１３】
　第３階層の無線資源制御(Radio Resource Control；以下、ＲＲＣ)階層は、制御平面で
のみ定義される。ＲＲＣ階層は、無線ベアラ(RadioBearer；RB)の設定(configuration)、
再設定(re-configuration)及び解除(release)と関連して論理チャネル、伝送チャネル及
び物理チャネルの制御を担当する。このとき、ＲＢは、端末とＥ-ＵＴＲＡＮとの間のデ
ータ伝達のために第２階層により提供されるサービスを意味する。ＲＢは、端末とＥ-Ｕ
ＴＲＡＮとの間のデータ伝達のために無線プロトコルの第１及び第２階層により提供され
る論理的経路を意味して、一般的にＲＢが設定されるというのは、特定サービスを提供す
るために必要な無線プロトコル階層及びチャネルの特性を規定して、各々の具体的なパラ
メータ及び動作方法を設定する過程を意味する。
【００１４】
　網から端末にデータを伝送するダウンリンク伝送チャネル(transport channel)として
は、システム情報を伝送するＢＣＨ(Broadcast Channel)と、その以外に使用者トラフィ
ックや制御メッセージを伝送するＤＬ-ＳＣＨ(DownlinkShared Channel)と、がある。ダ
ウンリンクマルチキャストまたは放送サービスのトラフィックまたは制御メッセージの場
合、ＤＬ-ＳＣＨを介して伝送されることもでき、またはＭＣＨ(MulticastChannel)を介
して伝送されることもできる。一方、端末から網にデータを伝送するアップリンク伝送チ
ャネルとしては、初期制御メッセージを伝送するＲＡＣＨ(Randomaccess Channel)と、そ
の以外に使用者トラフィックや制御メッセージを伝送するＵＬ-ＳＣＨ(Uplink Shared Ch
annel)と、がある。ページング情報を伝達するためのＰＣＨ(PagingChannel)もある。
【００１５】
　図４は、ＷＣＤＭＡシステムにおいて、論理チャネルで物理チャネルへのマッピングを
示す例示図である。これは３ＧＰＰＴＳ２５.２１１ Ｖ６.７.０(２００５-１２)“Techn
ical Specification Group RadioAccess Network；Physical channels and mapping of t
ransport channels ontophysical channels(FDD)(Release6)”６.１節を参照することが
できる。
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【００１６】
　図４を参照すると、論理チャネル(DCH(Dedicated Channel)、Ｅ-ＤＣＨ(Enhanced Dedi
cated Channel)、ＲＡＣＨ(RandomAccess Channel)、ＢＣＨ(Broadcast Channel)、ＦＡ
ＣＨ(Forward Access Channel)、ＰＣＨ(PagingChannel)、ＨＳ-ＤＳＣＨ(High Speed Do
wnlink Shared Channel))は多様な物理チャネルにマッピングされる。
【００１７】
　図５は、Ｅ-ＵＴＲＡＮにおいて、論理チャネルで物理チャネルへのマッピングを示す
例示図である。これは３ＧＰＰＴＳ３６.３００ Ｖ０.９.０(２００７-０３)“Technical
 Specification Group Radio Access Network；EvolvedUniversal Terrestrial Radio Ac
cess(E-UTRA)and Evolved Universal TerrestrialRadio Access Network(E-UTRAN)；Over
all description；Stage2(Release8)”５.３.１節を参照することができる。
【００１８】
　図５を参照すると、ＢＣＨを除いたダウンリンク伝送チャネル(DL-SCH、PCH、MCH)は、
物理チャネルＰＤＳＣＨ(Physical downlink shared channel)にマッピングされる。ダウ
ンリンク物理チャネルのうち制御チャネルは、ＰＤＣＣＨ(PhysicalDownlink Control Ch
annel)がある。図４と図５を比較すると、多様な物理チャネルを使用しているＷＣＤＭＡ
システムと違ってＥ-ＵＴＲＡＮではダウンリンク物理チャネルをトラフィックデータの
ためのＰＤＳＣＨと制御信号のためのＰＤＣＣＨの二つのみを使用する。
【００１９】
　ＰＤＳＣＨを受信するためには、端末はまずＰＤＣＣＨをモニターリングしなければな
らない。ＰＤＣＣＨを成功的にデコーディングすると、端末はＰＤＣＣＨに含まれたスケ
ジューリング情報を用いてＰＤＳＣＨを受信することができる。然しながら、ＰＤＣＣＨ
は、略唯一の制御チャネルであるため、ＴＴＩ(Transmission Time Interval)毎に伝送さ
れる。ＴＴＩは、基地局がスケジューリングする単位であり、一つのサブフレームの伝送
にかかる時間を意味する。例えば、１ＴＴＩは１ｍｓであってもよい。
【００２０】
　特定目的にともなう制御チャネルのみをモニターリングすることができるＷＣＤＭＡシ
ステムと違ってＥ-ＵＴＲＡＮにおいて、端末は自分のスケジューリング情報を確認する
ためにはＴＴＩ毎にＰＤＣＣＨをモニターリングすることが必要である。然しながら、自
分のスケジューリング情報をＴＴＩ毎に確認することは、比較的短いＴＴＩ長さによって
端末のバッテリ消耗が大きいという問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、端末のバッテリ消耗を縮める制御チャネルモ
ニターリング方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　一態様において、無線通信システムにおいて制御チャネルをモニターリングする方法は
、モニターリング区間の間にＰＤＣＣＨ(Physical Downlink Control Channel)をモニタ
ーリングする段階を含み、前記モニターリング区間はＤＲＸ(DiscontinuousReception)周
期の一部であり、前記ＤＲＸ周期は非モニターリング区間が続く前記モニターリング区間
の周期的反復を定義する。
【００２３】
　他の態様において、無線通信システムにおいて制御チャネルをモニターリングする方法
は、モニターリング区間の間にＰＤＣＣＨ(Physical Downlink Control Channel)をモニ
ターリングする段階、及び前記モニターリング区間の間にＰＤＣＣＨを成功的にデコーデ
ィングする時、拡張区間の間に前記ＰＤＣＣＨをモニターリングする段階、を含む。前記
モニターリング区間はＤＲＸ(DiscontinuousReception)周期の一部であり、前記ＤＲＸ周
期は非モニターリング区間が続く前記モニターリング区間の周期的反復を定義する。
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例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
無線通信システムにおいて制御チャネルをモニターリングする方法において、
モニターリング区間の間にＰＤＣＣＨ(Physical　Downlink　Control　Channel)をモニタ
ーリングする段階を含み、上記モニターリング区間はＤＲＸ(Discontinuous　Reception)
周期の一部であり、上記ＤＲＸ周期は非モニターリング区間が続く上記モニターリング区
間の周期的反復を定義することを特徴とする方法。
（項目２）
上記非モニターリング区間の間に上記ＰＤＣＣＨのモニターリングを中止するようにする
ＤＲＸ設定を受信する段階をさらに含むことを特徴とする項目１に記載の方法。
（項目３）
上記モニターリング区間は、連続的なＴＴＩ(Transmission　Time　Interval)の数によっ
て定義されることを特徴とする項目１に記載の方法。
（項目４）
上記モニターリング区間の間に周期的ＣＱＩ(Channel　Quality　Indicator)報告を伝送
する段階をさらに含むことを特徴とする項目１に記載の方法。
（項目５）
上記ＰＤＣＣＨは、スケジューリング割当を伝達することを特徴とする項目１に記載の方
法。
（項目６）
上記モニターリング区間の間にダウンリンク割当またはアップリンク割当を指示する上記
ＰＤＣＣＨを成功的にデコーディングする時、連続的なＴＴＩの数によって定義される拡
張区間の間に上記ＰＤＣＣＨをモニターリングする段階をさらに含むことを特徴とする項
目１に記載の方法。
（項目７）
上記拡張区間に対する情報は、基地局から伝達されることを特徴とする項目６に記載の方
法。
（項目８）
上記拡張区間の間に上記ＰＤＣＣＨがデコーディングされないと、上記ＤＲＸ周期に再進
入する段階をさらに含むことを特徴とする項目６に記載の方法。
（項目９）
無線通信システムにおいて制御チャネルをモニターリングする方法において、
モニターリング区間の間にＰＤＣＣＨ(Physical　Downlink　Control　Channel)をモニタ
ーリングする段階；及び、
上記モニターリング区間の間にＰＤＣＣＨを成功的にデコーディングする時、拡張区間の
間に上記ＰＤＣＣＨをモニターリングする段階を含み、上記モニターリング区間はＤＲＸ
(Discontinuous　Reception)周期の一部であり、上記ＤＲＸ周期は非モニターリング区間
が続く上記モニターリング区間の周期的反復を定義することを特徴とする方法。
（項目１０）
上記モニターリング区間の間に上記ＰＤＣＣＨが成功的にデコーディングされない時、上
記非モニターリング区間の間に上記ＰＤＤＣＨのモニターリングを中止する段階をさらに
含むことを特徴とする項目９に記載の方法。
（項目１１）
上記モニターリング区間と上記拡張区間とに対する情報は、基地局から伝達されることを
特徴とする項目９に記載の方法。
（項目１２）
上記拡張区間の間に上記ＰＤＣＣＨがデコーディングされないと、上記ＤＲＸ周期に再進
入する段階をさらに含むことを特徴とする項目９に記載の方法。
【発明の効果】
【００２４】
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　ＤＲＸ周期(period)を用いた制御チャネルモニターリングを介してＥ-ＵＴＲＡＮシス
テムにおいて端末のバッテリ消耗を減らし、端末の使用時間を延ばすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】無線通信システムを示すブロック図である。
【図２】無線インターフェースプロトコルの制御平面を示すブロック図である。
【図３】無線インターフェースプロトコルの使用者平面を示すブロック図である。
【図４】ＷＣＤＭＡシステムにおいて、論理チャネルで物理チャネルへのマッピングを示
す例示図である。
【図５】Ｅ-ＵＴＲＡＮにおいて、論理チャネルで物理チャネルへのマッピングを示す例
示図である。
【図６】本発明の一実施例に係る制御チャネルモニターリング方法を示す例示図である。
【図７】本発明の一実施例に係る制御チャネルモニターリング方法を示す例示図である。
【図８】本発明の一実施例に係る制御チャネルモニターリング方法を示す例示図である。
【図９】本発明の一実施例に係る制御チャネルモニターリング方法を示す例示図である。
【図１０】本発明の一実施例に係る制御チャネルモニターリング方法を示す例示図である
。
【図１１】本発明の一実施例に係る制御チャネルモニターリング方法を示す例示図である
。
【図１２】本発明の一実施例に係る制御チャネルモニターリング方法を示す例示図である
。
【図１３】端末の要素を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　端末は、ＤＲＸ(DiscontinuousReception)周期(period)ごとに存在するモニターリング
区間(monitored duration)の間にダウンリンク制御チャネルをモニターリングする。モニ
ターリング区間はダウンリンク制御チャネルをモニターリングするための連続的な(conse
cutive)ＴＴＩの数によって定義される。
【００２７】
　端末は、少なくとも一定ＤＲＸ周期ごとに一定確認区間の間に自分に対するスケジュー
リング情報がダウンリンク制御チャネルを介して伝送されるかを確認して、もし、スケジ
ューリング情報を確認するとこれを介して自分のデータを受信する。
【００２８】
　前記端末は、モニターリング区間の間に、前記基地局から自分に対するいかなるスケジ
ューリング情報も受信されない場合、前記ＤＲＸ周期の残りの区間の間にはダウンリンク
制御チャネルをモニターリングしない。
【００２９】
　前記端末は、基地局が制御チャネルのＤＲＸを設定すると、ＤＲＸ周期ごとにモニター
リング区間の間にのみ制御チャネルをモニターリングし、非モニターリング区間の間に制
御チャネルのモニターリングを中止する。
【００３０】
　前記端末は、ダウンリンク制御チャネルを介して自分のスケジューリング情報を確認す
ると、即ち、ダウンリンク制御チャネルのデコーディングに成功すると、モニターリング
区間が経過した後にも拡張区間(extended period)の間にダウンリンク制御チャネルのモ
ニターリングを続けることができる。
【００３１】
　前記端末は、ダウンリンク制御チャネルを介して自分のスケジューリング情報を確認す
ると、連続受信(continuous reception)モードに進入することができる。連続受信モード
で、端末は特定条件が満たす前まではダウンリンク制御チャネルを受信し続けることがで
きる。
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【００３２】
　不連続受信状態から連続受信モード状態に進入した前記端末が、連続受信モード状態か
ら再び不連続受信状態に進入する場合は、前記端末が、連続受信モードに進入した後、一
定時間の間にダウンリンク制御チャネルに自分のスケジューリング情報が検出できない時
である。
【００３３】
　不連続受信状態から連続受信モードに進入した前記端末が、連続受信モード状態から再
び不連続受信状態に進入する場合は、前記端末が、連続受信モードに進入した後、前記基
地局から不連続受信状態に進入しろとの命令を受けた時である。
【００３４】
　前記端末は、モニターリング区間内で、自分のスケジューリング情報を確認した場合、
モニターリング区間を延長して、モニターリング区間が経過しても延長された時間だけダ
ウンリンク制御チャネルをモニターリングすることができる。
【００３５】
　前記ダウンリンク制御チャネルは、ページングチャネル、無線資源設定に関する情報を
伝達するＬ１/Ｌ２制御チャネルのうちいずれか一つであってもよい。Ｌ１/Ｌ２制御チャ
ネルはＰＤＣＣＨともいう。ダウンリンク制御チャネルは、端末がＤＬ-ＳＣＨを介して
データを受信する、或いはＵＬ-ＳＣＨを介してデータの伝送に必要な資源設定情報など
を伝達するチャネルである。ダウンリンク制御チャネルは、端末のスケジューリング割当
情報を知らせるチャネルである。スケジューリング割当にはアップリンク割当及び/また
はダウンリンク割当がある。端末は、ダウンリンク制御チャネルのデコーディングに成功
すると、自分のスケジューリング情報をダウンリンク制御チャネルが伝達していることを
確認することができる。
【００３６】
　基地局は、端末に制御チャネルのモニターリングのためのＤＲＸを設定したか否か、Ｄ
ＲＸ周期及びモニターリング区間、拡張区間の情報などを知らせることができる。
【００３７】
　前記基地局は、前記端末に何番目サブフレームから少なくともいくつのサブフレームま
たはどのぐらいの時間の間、前記端末がダウンリンク制御チャネルをモニターリングしな
ければならないかに関する設定情報を知らせることができる。
【００３８】
　前記基地局は、前記端末がダウンリンク制御チャネルをモニターリングするモニターリ
ング区間の反復周期に関する情報、即ち、ＤＲＸ周期の設定情報を前記端末に知らせるこ
とができる。
【００３９】
　前記基地局は、制御チャネルのモニターリングをＤＲＸ周期のモニターリング区間の間
のみ遂行して、非モニターリング区間の間にモニターリングを中止するか否かに関するＤ
ＲＸ設定情報を端末に知らせることができる。
【００４０】
　前記基地局は、モニターリング区間の間に自分のスケジューリング情報を確認すると、
ＤＲＸ周期を非活性化(inactive)し、ダウンリンク制御チャネルをモニターリングし続け
る拡張区間に関する情報を前記端末に知らせることができる。
【００４１】
　前記モニターリング区間や拡張区間に関する情報は、ダウンリンク制御チャネルが割り
当てられるサブフレームによって表してもよい。前記モニターリング区間や拡張区間に関
する情報は、モニターリングする連続されるサブフレームの数によって表してもよく、ま
たは、前記モニターリング区間や拡張区間に関する情報は、モニターリングする連続され
るＴＴＩの数によって表してもよい。例えば、モニターリング区間が一つのサブフレーム
により指示されると、端末は一つのサブフレームでのみダウンリンク制御チャネルをモニ
ターリングする。従って、基地局は、前記端末に送るデータまたは制御情報がある場合、
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必ずモニターリング区間が属するサブフレームに割り当てられるダウンリンク制御チャネ
ルを介してのみこれらを知らせなければならない。然しながら、このとき、システムの電
力が不足する、あるいは他の使用者に送るデータが多い場合、前記基地局は、前記端末に
データの存在を指示するために、他の使用者のデータ伝送をあきらめなければならない。
即ち、前記端末のモニターリング区間が一つのサブフレームのみを含む場合、前記基地局
の無線資源の活用に多くの制約が発生するため、連続された複数個のサブフレーム(複数
のＴＴＩ)をモニターリング区間または拡張区間に指定することが効率的である。
【００４２】
　図６は、本発明の一実施例に係る制御チャネルモニターリング方法を示す例示図である
。
【００４３】
　図６を参照すると、ＤＲＸ周期は７ＴＴＩであり、モニターリング区間(monitored dur
ation)の長さは２ＴＴＩである。ＤＲＸ周期の残りの区間、即ち、非モニターリング区間
(non-monitoredduration)の長さは６ＴＴＩである。モニターリング区間の長さは、連続
するＴＴＩの数によって定義される。ＴＴＩは、基地局が無線資源をスケジューリングす
る単位であり、一つのサブフレームの伝送に必要な時間である。一つのサブフレームには
少なくとも一つのＰＤＣＣＨと少なくとも一つのＰＤＳＣＨが割り当てられることができ
る。
【００４４】
　モニターリング区間の長さは、基地局が端末に知らせることができる。モニターリング
区間はＤＲＸ周期の一部であり、ＤＲＸ周期は非モニターリング区間にしたがうモニター
リング区間の周期的反復を定義する。
【００４５】
　端末は、ＤＲＸ周期ごとにモニターリング区間の間にＰＤＣＣＨ(Physical Downlink C
ontrol Channel)をモニターリングする。ＰＤＣＣＨは、アップリンク割当またはダウン
リンク割当のようなスケジューリング割当(schedulingassignment)を運ぶ制御チャネルで
ある。モニターリング区間の間にＰＤＣＣＨが成功的にデコーディングされないと、端末
は、非モニターリング区間の間にＰＤＣＣＨのモニターリングを中止する。非モニターリ
ング区間の間にＰＤＣＣＨをモニターリングするか否か、即ち、ＤＲＸ設定は、基地局が
端末に知らせることができる。
【００４６】
　端末は、モニターリング区間の間にのみＰＤＣＣＨをモニターリングする。端末は、モ
ニターリング区間にのみ目覚めてアップリンク伝送やダウンリンク伝送を遂行することが
できる。例えば、端末は、モニターリング区間の間に周期的ＣＱＩ(Channel Quality Ind
icator)報告を基地局に伝送することができる。
【００４７】
　図７は、本発明の一実施例に係る制御チャネルモニターリング方法を示す例示図である
。
【００４８】
　図７を参照すると、端末はＤＲＸ周期ごとにモニターリング区間の間にＰＤＣＣＨをモ
ニターリングする。モニターリング区間でＰＤＣＣＨの成功的デコーディング、即ち、自
分のデータのあることを確認する場合、ＰＤＣＣＨを介して指示される情報を介してＤＬ
-ＳＣＨ上のデータを受信する。
【００４９】
　端末がモニターリング区間の間にアップリンク割当またはダウンリンク割当を指示する
ＰＤＣＣＨを成功的に伝送すると、拡張区間(extended period)の間にＰＤＣＣＨモニタ
ーリングすることができる。ここでは、２ＴＴＩでデータの指示を受けて、モニターリン
グ区間をさらに拡張した例を示す。拡張区間の間にＰＤＣＣＨが成功的にデコーディング
されない場合、再びＤＲＸ周期に戻る。拡張区間に対する情報は、基地局が端末に知らせ
ることができる。
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【００５０】
　図８は、本発明の一実施例に係る制御チャネルモニターリング方法を示す例示図である
。
【００５１】
　図８を参照すると、ＤＲＸ周期は、動作区間(On Period)、非動作区間(Off Period)に
区分される。動作区間は、端末がＰＤＣＣＨをモニターリングする区間であり、非動作区
間は、ＰＤＣＣＨのモニターリングを中止してＤＲＸ睡眠(sleep)に進入する区間である
。基地局は、動作区間や非動作区間に対する情報を端末に知らせることができる。動作区
間の間に端末がＰＤＣＣＨを成功的に受信した場合、ＤＬ-ＳＣＨ上にダウンリンクデー
タを受信することができる。
【００５２】
　動作区間は連続的なＴＴＩの数によって定義されて、非動作区間も連続的なＴＴＩの数
により定義されてもよい。
【００５３】
　動作区間と非動作区間は、その長さが固定される。即ち、動作区間で、端末はＰＤＣＣ
Ｈを介してスケジューリング情報を確認しても、動作区間あるいは非動作区間の長さを変
更しない。即ち、この場合は、端末の動作区間及び非動作区間の長さが可変的でない場合
を表す。従って、端末は、前記動作区間が終わると、前記動作区間の間に伝送情報が受信
されたか否かに関係なく、非動作区間に遷移する。即ち、前記端末は、前記最初の２ＴＴ
ＩでＰＤＣＣＨを成功的にデコーディングしても、非動作区間の開始時点から非動作区間
の間にＰＤＣＣＨをモニターリングしない。
【００５４】
　図９は、本発明の一実施例に係る制御チャネルモニターリング方法を示す例示図である
。
【００５５】
　図９を参照すると、基地局は、端末にＤＲＸ周期の間に非動作区間を省略しろとの命令
をすることができる。基地局が端末に送るデータや制御情報が多くてその前の動作区間内
でスケジューリング情報が受信されない場合、該当ＤＲＸ周期の非動作区間は、そのＤＲ
Ｘ周期の間には省略することを命令して、該当するＤＲＸ周期の間にのみ連続受信(Conti
nuous reception)モードに切り替えさせることもできる。または前記基地局が前記端末に
送るデータや制御情報が多くてその前の伝送情報にともなう動作区間内でスケジューリン
グ情報が受信されない場合、ＤＲＸ設定を中止して、端末が継続的に連続受信を遂行する
ように切り替えさせることもできる。端末は、非動作区間を省略しろとの命令を受けた場
合、非動作区間に入ることなく、前記省略された区間だけ動作区間における動作を遂行す
る。
【００５６】
　図１０は、本発明の一実施例に係る制御チャネルモニターリング方法を示す例示図であ
る。
【００５７】
　図１０を参照すると、該当ＤＲＸ周期の動作区間でＰＤＣＣＨを成功的にデコーディン
グした場合、拡張区間(extended period)だけＰＤＣＣＨをさらにモニターリングするこ
とができる。拡張区間は、ダウンリンク伝送が予想されてＰＤＣＣＨをモニターリングす
る連続的なＴＴＩの数によって定義される。ここでは、２ＴＴＩの動作区間でＰＤＣＣＨ
を成功的にデコーディングして、２ＴＴＩの拡張区間の間にＰＤＣＣＨをモニターリング
するのを表す。従って、総モニターリングする区間の長さは４ＴＴＩとなる。
【００５８】
　前記端末は、動作区間の間にダウンリンク制御チャネルを受信し、ダウンリンク制御チ
ャネルを介して自分のダウンリンク割当またはアップリンク割当に関するスケジューリン
グ割当を確認した場合、拡張区間だけＰＤＣＣＨをさらにモニターリングする。拡張区間
の間にＰＤＤＣＨが成功的にデコーディングされないと、ＤＲＸ周期に再進入する。



(11) JP 5165695 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

【００５９】
　基地局は、前記端末の次のＤＲＸ周期において動作区間の間に継続的に連続受信モード
に切り替えるようにする、或いは数回のＤＲＸ周期の間でのみ連続受信モードに切り替え
るようにする、或いは動作区間の長さを延長するようにすることを指示することができる
。継続的な連続受信モードへ切り替えられた後にも、基地局は、端末に非動作区間への遷
移を指示することができる。前記端末は、連続受信モードにとどまる間、前記基地局から
非動作区間に遷移しろとの命令を受けると、連続受信モードを中断して非動作区間に遷移
する。
【００６０】
　図１１は、本発明の一実施例に係る制御チャネルモニターリング方法を示す例示図であ
る。
【００６１】
　図１１を参照すると、動作区間でＰＤＣＣＨを成功的にデコーディングした場合、端末
は、非動作区間を不活性化して、拡張区間(extended period)だけＰＤＣＣＨをさらにモ
ニターリングする。基地局は、拡張区間の間にも非動作区間に遷移を指示することができ
る。即ち、端末は、拡張区間が満了された後、ＤＲＸ周期に進入することなく、基地局の
指示に従って直ちにＤＲＸ周期に進入することができる。
【００６２】
　図１２は、本発明の一実施例に係る制御チャネルモニターリング方法を示す例示図であ
る。
【００６３】
　図１２を参照すると、データが指示されることに従って多数の拡張区間が存在すること
を示す。即ち、動作区間の間にＰＤＣＣＨを成功的にデコーディングすると、端末は、拡
張区間の間に追加的にＰＤＣＣＨをモニターリングする。もし、拡張区間の間にＰＤＣＣ
Ｈを成功的にデコーディングすると、端末は追加的な拡張区間の間にＰＤＣＣＨをモニタ
ーリングし続ける。動作区間の間にデータ指示のある場合、該当ＤＲＸ周期の動作区間が
経過した後、多数の拡張区間の間にＰＤＣＣＨを継続的にモニターリングすることができ
る。
【００６４】
　端末は、データの指示を受信した後、次のダウンリンク伝送を受信するために拡張区間
の間にＰＤＣＣＨを継続して(continuously)モニターリングする。さらに、データの指示
を再び受信すると、他の拡張区間の間にＰＤＣＣＨをモニターリングし続ける。追加され
た拡張区間の間にこれ以上データの存在が指示されないと、ＤＲＸ周期に戻る。
【００６５】
　比較的短い伝送周期に制御チャネルが伝送されても、端末は動作区間でのみ制御チャネ
ルのモニターリングを遂行して、非動作区間では制御チャネルのモニターリングを遂行し
ない。このようなＤＲＸ設定は、基地局がＭＡＣメッセージまたはＲＲＣメッセージを用
いて端末に知らせることができる。制御チャネルのモニターリングにＤＲＸ方法を活用す
ることによって端末のバッテリ消耗を縮めることができる。
【００６６】
　図１３は、端末の要素を示すブロック図である。端末(５０)は、プロセッサ(processor
、５１)、メモリ(memory、５２)、ＲＦ部(RF unit、５３)、ディスプレー部(displayunit
、５４)及び使用者インターフェース部(user interface unit、５５)を含む。メモリ(５
２)は、プロセッサ(５１)と連結されて、駆動システム、アプリケーション及び一般的な
ファイルを格納する。ディスプレー部(５４)は、端末の多様な情報をディスプレーして、
ＬＣＤ(LiquidCrystal Display)、ＯＬＥＤ(Organic Light Emitting Diodes)等、よく知
られた要素を使用してもよい。使用者インターフェース部(５５)は、キーパッドやタッチ
スクリーンなど、よく知られた使用者インターフェースの組合せからなることができる。
ＲＦ部(５３)は、プロセッサと連結されて、無線信号(radiosignal)を送信及び/または受
信する。
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【００６７】
　プロセッサ(５１)は、無線インターフェースプロトコルの階層を具現して、制御平面と
使用者平面を提供する。制御チャネルのモニターリング機能は、プロセッサ(５１)を介し
て具現されることができる。
【００６８】
　本発明は、ハードウェア、ソフトウェアまたはこれらの組合せにより具現されることが
できる。ハードウェア具現において、上述した機能を遂行するためにデザインされたＡＳ
ＩＣ(application specific integrated circuit)、ＤＳＰ(digital signalprocessing)
、ＰＬＤ(programmable logic device)、ＦＰＧＡ(field programmable gate array)、プ
ロセッサ、制御機、マイクロプロセッサ、他の電子ユニットまたはこれらの組合せにより
具現されることができる。ソフトウェア具現において、上述した機能を遂行するモジュー
ルにより具現されることができる。ソフトウェアは、メモリユニットに格納されて、プロ
セッサにより実行されてもよい。メモリユニットやプロセッサは、当業者によく知られた
多様な手段を採用することができる。
【００６９】
　以上、本発明の望ましい実施例に対して詳細に技術したが、本発明が属する技術分野に
おいて通常の知識を有する者であれば、添付の請求範囲に定義された本発明の精神及び範
囲を外れない限り、本発明を多様に変形または変更して実施することができる。従って、
本発明の今後の実施例の変更は本発明の技術を外れることができない。
【符号の説明】
【００７０】
１０、５０　端末
２０　基地局
３０　ａＧＷ
５１　プロセッサ
５２　メモリ
５３　ＲＦ部
５４　ディスプレー部
５５　使用者インターフェース部



(13) JP 5165695 B2 2013.3.21

【図１】

【図２】

【図３】

【図５】

【図６】 【図７】



(14) JP 5165695 B2 2013.3.21

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】



(15) JP 5165695 B2 2013.3.21

【図１２】 【図１３】

【図４】



(16) JP 5165695 B2 2013.3.21

10

20

30

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  10-2007-0081981
(32)優先日　　　　  平成19年8月14日(2007.8.14)
(33)優先権主張国　  韓国(KR)

前置審査

(72)発明者  リー，　ヨン　デ
            大韓民国　４３１－７４９　キョンキ－ド，　アニャン－シ，　ドンガン－ク，　ホゲ　１－ドン
            ，　５３３，　エルジー　アール　アンド　ディー　コンプレックス
(72)発明者  パク，　スン　ジュン
            大韓民国　４３１－７４９　キョンキ－ド，　アニャン－シ，　ドンガン－ク，　ホゲ　１－ドン
            ，　５３３，　エルジー　アール　アンド　ディー　コンプレックス
(72)発明者  イー，　スン　ジュン
            大韓民国　４３１－７４９　キョンキ－ド，　アニャン－シ，　ドンガン－ク，　ホゲ　１－ドン
            ，　５３３，　エルジー　アール　アンド　ディー　コンプレックス

    審査官  石田　昌敏

(56)参考文献  国際公開第２００７／０１３４５７（ＷＯ，Ａ１）
              特表２００５－５２５７６１（ＪＰ，Ａ）
              LG Electronics，DRX Scheme，3GPP TSG-RAN WG2 #56bis R2-070265，２００７年　１月１５日
              ，全文、全図
              Ericsson，Issues on DRX in LTE Active，3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #57 R2-070797，２００
              ７年　２月１２日，２章
              Samsung，DRX operaion for connected mode UEs in LTE，3GPP TSG-RAN2 Meeting #56，２００
              ６年１１月　６日，全文、全図

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04W   4/00-99/00
              H04J   4/00-15/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

